
（仮換地未指定用）

（あて先）　山田町長　

　　　　　　申請地　　山田町

　上記の土地へ　　　　　　　を　　　　　　　するに当たり、下記事項に従うことを

承諾します。

１　震災復興事業の支障となる場合は、施行者の指示に従い、自己負担により許可物件

を移転又は除去することとし、震災復興事業により生じた損失（営業損失、事業損失

等）については、一切請求しません。

２　土地及び申請物件等の権利を転貸又は譲渡する場合は、必ず譲受人へ上記事項を継

承します。

　　　　　　年　　　月　　　日

申請行為者 住　所

氏　名 実印

ＴＥＬ

※　承諾書については必ず申請行為者本人が署名押印し、実印の印鑑証明書を添付すること。

承　　諾　　書

記



（仮換地指定済・道路等未築造用）

（あて先）　山田町長　

　　　　　　申請地　　仮換地　　　　　　　　　　　街区　　　　　　　　　　　画地

　上記の土地へ　　　　　　　を　　　　　　　するに当たり、下記事項に従うことを

承諾します。

１　土地区画整理事業の施行に支障が生じた場合は、施行者との協議の上、指定の期日

までに、移転又は除去します。

２　前記１の場合において、区画街路築造等に伴う給排水及び衛生設備等の移設又は除

却の費用は自己負担します。

３　前記１の場合において、許可申請書に相違し建築した部分があったときは、その移

転又は除却に要する費用は自己負担します。

４　土地及び申請物件等の権利を転貸又は譲渡する場合は、必ず譲受人へ上記事項を継

承します。

　　　　　　年　　　月　　　日

申請行為者 住　所

氏　名 実印

ＴＥＬ

※　承諾書については必ず申請行為者本人が署名押印し、実印の印鑑証明書を添付すること。

承　　諾　　書

記



（仮換地指定済・道路等築造済用）

（あて先）　山田町長　

　　　　　　申請地　　仮換地　　　　　　　　　　　街区　　　　　　　　　　　画地

　上記の土地へ　　　　　　　を　　　　　　　するに当たり、下記事項に従うことを

承諾します。

１　土地区画整理事業の施行に支障が生じた場合は、施行者との協議の上、指定の期日

までに、移転又は除去します。

２　前記１の場合において、許可申請書に相違し建築した部分があったときは、その移

転又は除却に要する費用は自己負担します。

３　土地及び申請物件等の権利を転貸又は譲渡する場合は、必ず譲受人へ上記事項を継

承します。

　　　　　　年　　　月　　　日

申請行為者 住　所

氏　名  印

ＴＥＬ

※　承諾書については必ず申請行為者本人が署名押印すること。

記

承　　諾　　書


